
 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

支援者・関係者の方へ 

 

児童養護施設などで育った若者は、18 歳を迎えると、施設や里親の家庭からの自立が 

求められます。 

区は、生まれ育った環境によらず、自らの意思で希望する未来を切り開いていけるよう、 

都児童相談所と連携し、生活や居場所の支援などを行います。 

                          

 

都区連携 都内初 ね 
り 
ま 羽 ばたく 

若者応援 
プロジェクト 

▶プロジェクトについて、詳しく知りたい方は下記まで、 

お気軽にお問い合わせください。 

（担当）練馬区 子ども家庭支援センター 若者支援係 

        ℡ 03-3993-1051 月～金曜 ８時 30 分～17 時 15 分 

 

区ホームページでもご案内しています▼ 

練馬区 

（プロジェクトへの指定寄付も承ります。） 

 くわしくは、裏面へ                          

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

練馬区 春日町４-16-９ 春日町青少年館３階 

03-5848-8341 nerimayss@npobunka.net 

 

 

１０時～17 時 は 相談窓口 

社会的養護を経験した仲間で 

自由に集い、交流できます！ 

 

 仕事を続けるためのアドバイスや、生活するうえで困ったり悩んだりしていること

があれば、あなたの話を聴きながら、専門スタッフや弁護士が、あなたの「いまと

これから」をサポートします！ 

 

 

あなたを応援する 

居場所があります 
                         

 

▶ ねりま若者サポートステーション                              

 

 
居場所は 

ココ！                         
 

事前の予約や申込は不要です。下記まで直接来てください♪ 

 

（満 29歳までの方） 

 

練馬区 ねりま羽ばたく若者応援プロジェクト 

 児童養護施設・里親家庭で育った区内在住のみなさんへ                        

 

金 17 時～20 時 

月 火 水 土 

 
さらに 


